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生活協同組合コープあおもり 料金後払いサービスに関する利用案内  
 
１．目的・適用・利用条件  
（１）本利用案内は、生活協同組合コープあおもり（以下「生協」といいます）に加入された組合員が 

宅配など商品の受け渡し時に代金のやり取りを行わない料金後払いのサービス（以下「後払いサ 
ービス」といいます）の利用及び代金等の支払いに関する約束を定めます。 

（２）後払いサービスとは、宅配（班・個人宅配・なかよし個配・コープハウス）、夕食宅配、灯油、

サービス事業、葬祭事業、アクアクララ等をさします。 
（３）本利用案内に定めのない項目は、生協が別途作成する説明書等（パンフレット・お知らせ文書等） 

に記載したルールが適用されます。サービス事業に関しては、クローバー、ガス石油器具の案内 
チラシ、葬祭事業は、葬祭・仏具の案内チラシ、灯油は、灯油キャンペーン、物販の案内チラシ

に記載したルールが適用されます。 
（４）「料金後払いサービスに関する利用案内」別表（以下「別表」といいます）は、生協の宅配（班・ 

個人宅配・なかよし個配・コープハウス）、夕食宅配、灯油、サービス事業、葬祭事業、アクア 
クララ等及びコープ共済・保険等の支払いにも適用されます。 

（５）本利用案内によるサービスを利用される組合員（以下「利用者」といいます）は次の２つの事項 
を満たすことを利用条件とします。 

①利用者本人又は利用者と同一世帯の家族であること。 
②利用代金支払いの口座が登録されていること（但し葬祭事業を利用する場合は、この限りではあ

りません）。 
 

２．各事業の後払いサービスの内容と注文方法  
（１）宅配（班・個人宅配・なかよし個配・コープハウス） 

１）サービスの内容 
①生協は、利用者に対して基本的に週１回、商品カタログ及び注文書（以下「商品カタログ等」とい 
います）を配布し、事前に注文いただいた商品（「わくわく便」の場合は専用注文書）及びチケッ 
ト等の証票類（以下「商品等」といいます）を配達します。 

②生協は、年末等特殊な時期に関し別途案内した場合を除き、基本的に毎週、商品等のお届け時に、

商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。但し、８週連続で注文をいただけなかった場合、

生協は商品カタログ等のお届けを停止します。なお、個人宅配又はなかよし個配利用の場合、８週

連続で注文をいただかない場合でも商品カタログ等の停止はありません。 
③利用者は、コープのインターネットサービスを利用することができます。 
④利用者は、増資することができます。生協は商品等の利用代金とともに増資する金額を受領し、出 
資金に充当します。 

⑤利用者は、募金することができます。生協は商品等の利用代金とともに募金額を預かり、あらかじ

め案内した募金先にお渡しします。 
⑥災害、極度の悪天候、事故、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由 
により、宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受 
注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わない 
ものとします。 
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２）宅配の利用 
①利用者は、班、個人宅配・なかよし個配、コープハウスのいずれかを利用することができます。な 
お、利用条件は「別表１の１．宅配利用の登録条件」となります。 

②高齢者が利用を希望する場合は、家族の意見を聞き、宅配のサービスの円滑な提供に支障がないか

を検討させていただく場合があります。 
③「別表１の６．利用停止 ３）生協の判断による場合」に該当する場合、利用の登録をお断りする 
ことがあります。 

④行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方も、宅配を利用することができます。その際は代金等の

支払方法について生協との協議の上、必要な対応を行います。 
ⅰ．学校、病院、保育所、社会福祉施設等法人の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な 

物品を購入する場合とします。 
ⅱ．試行的に商品を利用してもらうことにより、利用者の増加に結びつけ、事業拡大と事業の安定

を図ります。 
ⅲ．各地域リーダー会・こ～ぷ委員会・テーマ別委員会は、Ｗｅｅｋの中から商品を注文して、宅

配商品を企画などで利用できます。 
⑤利用者は、口座名義人の承諾を得るものとします。口座名義人から異議が出された場合は、宅配加

入申し込みを行った利用者が責任を持って対応します。 
⑥利用者は、生協のＷｅｂサイトにあるインターネットサービス申し込み画面にメールアドレス、パ

スワード等の必要事項を入力し、送信して、登録を完了した上で、コープのインターネットサービ

スを利用することができます。コープのインターネットサービスの利用に関わるルールは、「コー

プのインターネットサービスの利用案内」に定めます。 
⑦利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、加入申し込みの際に届け出た事項を変

更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届けるものとします。 
３）商品の注文 
①商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法で利用できます。 
ⅰ．ＯＣＲ注文書での注文 
ⅱ．生協宅配インターネット注文 
ⅲ．電話による注文 
ⅳ．ＦＡＸによる注文 

②商品の注文をいただいた場合、注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契

約が成立します。但し、利用登録による自動注文を利用する場合は、注文書の回収時期をもって利

用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立しま

す。 
ⅰ．ＯＣＲ注文書の提出の場合は、注文書を生協職員が回収した時。 
ⅱ．生協宅配インターネット注文の場合は、注文データを生協が受信した時。 
ⅲ．電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時。 
ⅳ．ＦＡＸによる注文の場合は、ＦＡＸを受領した時。 

③次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。 
ⅰ．利用者の氏名が印字されたＯＣＲ注文書が提出された場合。 
ⅱ．利用者に交付したＩＤ・パスワードによる認証を経た生協宅配インターネット注文データを、 
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生協が受信した場合。 
ⅲ．利用者本人であると確認した上で、電話やＦＡＸによる注文を受けた場合。 

④注文した商品の支払回数等は、翌月１回払いと「別表１の９．分割払い」に定める分割払いとなり

ます。 
４）利用制限 
①転売、賃貸、質入れ等の商行為を目的とした商品の購入はできません。 
②20 歳未満の利用者による酒類の購入はできません。 
③次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時又は配達時の支払の要請、

売買契約の解除等の対応を行う場合があります。 
ⅰ．１ヶ月間の注文金額が、「別表１の８．利用限度額」を超えることとなる注文を受けた場合。 
ⅱ．受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。 
ⅲ．利用限度額は「別表１の８．利用限度額」に定めるとおりです。 

５）商品等のお届け 
①商品等の配達方式は、３人以上のグループを一括してお届けする「班」、利用者個人別にお届けす

る「個人宅配」、２人分を一括してお届けする「なかよし個配」、生協が利用者にお知らせした施設

に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く「コーハウス」の４通りがあります。 
②商品等の配達場所は次の２通りです。 
ⅰ．自宅配達（個人宅配の場合は各利用者の自宅又はそれに準ずる場所、なかよし 個配及び班配

達の場合は、定めた利用者の自宅又はそれに準ずる場所に配達する方式） 
ⅱ．コープハウス配達（生協が利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取り

に行く方式） 
③個人宅配及びなかよし個配については、個配手数料がかかります。 
④自宅配達の場合は、各利用者が商品等を受領した時（あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を

留め置いた時）に商品等の引き渡しを完了し、所有権が移転するものとします。 
⑤コープハウス配達の場合は、コープハウスで商品等の引き渡しが完了し、所有権を移転するものと

します。 
⑥商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、運送業者の宅配便により

配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転する

ものとします。 
６）商品等のお届けができない場合 
①災害、極度の悪天候、事故、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸

出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加

その他の事由により、注文通りの商品のお届けができない場合があります。 
②生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定め

たルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則と

して宅配納品書兼請求書、電話、はがきによりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する

場合は生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額とします。 
③代替品をお届けした場合は返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかった

ものとして、生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額とします。 
④生協は原則として返金等の他に責任を負わないものとします。 
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７）お届けした商品等に問題がある場合 
①お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している

場合には、交換又は返品によって対応します。返品の場合は、生協の定めたルールに従い、原則と

して代金からの減額とします。 
②注文後、特定の時期に商品が届かなければ著しく価値が低下する商品（年末配達のお節料理等）に

ついて、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協の定めたルール

に従って返品を行い、原則として代金からの減額とします。 
③生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、返金等の他に責任を負わない

ものとします。 
８）利用者の都合による返品 
①お届けした商品等に問題がある場合を除き、以下の商品等については返品することができません。 
ⅰ．生鮮品 
ⅱ．チケット類 
ⅲ．包装を開封した書籍・ＣＤ 
ⅳ．商品の包材（箱）を破損した場合。 
ⅴ．複数の物品を一括して供給するセット商品の一部（セット商品全体を返品する場合は含みませ 

ん） 
ⅵ．利用者の指定により製作・加工した商品（利用者の指定により名前を入れた商 品等） 
ⅶ．その他、商品カタログ等であらかじめ返品不可をお知らせしている商品等 

②家電商品は未開封で利用者によるキズ等がない場合に限り、お届けから１週間以内に返品すること

ができます。 
③返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、お届けから１

週間以内に返品を受け付ける場合があります。 
④返品を受け付けた場合、生協の定めたルールに従い、原則として代金等からの減額とします。 
９）宅配ポイントについて 
①ポイントの付与と利用に関しては、「ポイント規則」に沿って運用します。 

（２）夕食宅配 
１）サービス内容及び個別の利用条件 
①夕食宅配サービスの利用申し込み手続き及び口座登録をされた組合員に、年末年始を除く毎週月曜

日から金曜日のうち、３日以上のご注文から、お弁当又はおかずなど（以下「夕食」といいます。）

をお届けします。 
②利用申し込み手続きにあたり、以下の条件があります。 
ⅰ．単身でお住まいの方は、家族または親族の連絡先の登録が必要となります。 
ⅱ．１８歳未満の方の利用申し込みについては、親権者の承諾が必要になります。但し、親権者が

「別表１の２．利用条件」に該当する場合は、利用できません。又は同一生計同一世帯の組合員

が口座振替不能により利用が停止になっている場合は利用できない場合があります。 
③自宅以外の配達場所を指定することができます。但し一部配達できない地域があります。 
④夕食の種類は、夕食宅配のチラシでご確認ください。 
２）商品の注文 
①注文及びその内容は、毎週火曜日 18 時までに連絡がなければ毎週自動的に継続となります。 
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②夕食及び注文の変更・中止・再開について以下のとおりとします。 
ⅰ．火曜日 18 時までの連絡で翌週月曜日からのお届けを変更・中止・再開できます。 
ⅱ．火曜日 18 時以降の連絡は、翌々週からの変更・中止・再開となります。 
ⅲ．火曜日 18 時までの連絡で翌週月曜日から 1 日単位の変更もできます。但し、この場合も週 

３日以上の利用が必要となります。 
③お届け週内でのキャンセル・変更はできません。 
④急な入院等の特別な事情が生じた場合は、生協へお知らせください。 
３）商品等のお届け 
①毎週月曜日から金曜日の 18 時までにお届けします。なお、配達時間指定はできません。 
②夕食は、自宅玄関での手渡し、又は指定場所へ保冷箱に入れてお届けします。 
４）利用上の注意 
①食中毒を防止するため、お届けした夕食は冷蔵庫で保管し、お届け当日の 21 時までにお召し上が

りください。但し、いきいき食の消費期限は冷蔵庫で保管して、お届け日の 2 日後の 21 時まで

（金曜日お届けの商品のみ、お届け、3 日後の 21 時まで）の消費期限です。バランス土日セット

の消費期限はお届け日から翌々日の 21 時までとなります。 
②お召し上がりいただいた後は、カップ等を捨てて、容器を水洗いしてから返却してください。 
５）夕食宅配ができない場合 
①災害、極度の悪天候、事故、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸 
出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加 
その他の事由により、注文通りの商品のお届けができない場合があります。 

６）生協の事由による返品 
①万一、お届けした夕食に献立違い、おかずの相違・不足等があった場合、商品交換・追加又は代金 
等の返金等が発生する場合は、生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額とします。 

７）利用者のご都合による返品 
①夕食はその商品特性により原則として返品することができません。 

（３）サービス事業・葬祭事業 
１）サービスの内容 
①「別表２の商品及び利用条件・限度額・他」のとおりです。 
２）サービスの注文 
①サービスの注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。 
ⅰ．電話による注文 
ⅱ．お知らせチラシ・パンフレットによる注文 
ⅲ．メールによる注文 
ⅳ．ＯＣＲ注文書による注文 

②サービスの注文をいただき、生協又は生協が委託した業者が折り返しの連絡をし、互いの合意を持 
って売買契約は成立します。 

３）利用制限 
①サービス・葬祭事業の利用限度額は「別表１の８．利用限度額」、「別表２の商品及び利用条件・限

度額・他」に定めるとおりです。 
②利用申し込み時に「別表１の６．利用停止」に該当する場合、申し込みをお断りする場合がありま 
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す。 
③１８歳未満の方の利用申し込みについては、親権者の承諾が必要になります。但し、親権者が「別

表１の２．利用条件」に該当する場合は、利用できません。 
（４）生協灯油 

１）サービス内容 
①生協は灯油事業の利用者に対して、灯油配達及び燃焼機器に関するメンテナンス又は機器の供給を

します。 
②災害、極度の悪天候、事故、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由

により、灯油事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。サービスの提供停

止について、生協は責任を負わないものとします。 
２）利用条件 
①「１．目的・適用・利用条件 の（５）」の他に、組合員以外の方に対しても、生協の定めに従って

利用申し込みを受けることにより、上記「１）サービス内容」に定める灯油事業のサービスを利用

することができます。 
ⅰ．利用対象となる法人 

第 12 条第４項第３号規定に基づき生協法施行規則第 11 条第１項によって、青森県より「福祉 
施設など供給許可」の交付を受けた対象施設につき、学校、その他の教育施設、その他の医療 
施設、保育所、福祉施設として、生協が提供する商品を利用いただくことができます。但し、 
生協への出資や運営に参加することはできません。 

３）商品の注文 
①商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。 
各方法による注文の締め切り時期などは生協が別に定めます。 
ⅰ．電話による注文 
ⅱ．お知らせチラシ・パンフレットなどによる注文 
ⅲ．「お任せ給油」登録による注文 

②注文又は作業依頼をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとにその時点で生協が注文を承諾し

たものとし、売買契約が成立します。但し、「お任せ給油」登録による定期配達を利用する場合は、

登録の際の定めにしたがって、配達時期をもって利用者から注文があったとみなし、生協はその注

文を承諾したものとして、売買契約が成立します。 
４）利用制限 
①灯油事業を含む生協での掛け売り（口座振替）の利用限度額は「別表１の８．利用限度額」に定め 
るとおりです。 

②利用申し込み時に「別表１の６．利用停止」に該当する場合、申し込みをお断りする場合がありま 
す。 

③１８歳未満の方の利用申し込みについては、親権者の承諾が必要になります。但し、親権者が「別

表１の２．利用条件」に該当する場合は、利用できません。 
５）商品のお届け 
①法人利用を除き、利用者個人宅へ配達します。 
６）商品等のお届けができない場合 
①災害、システムトラブル、その他の事由により灯油配達が注文通りにお届けできない場合がありま 
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す。 
②前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減 
対応をする場合があります。 

７）商品及びメンテナンス等に問題がある場合 
①お届けした商品の不良及びメンテナンス作業で不具合があった場合は、必要に応じて交換修理等を 
行います。 

８）利用者の都合による返品 
①前項に定める場合を除き、次に掲げる商品等の返品はできません。 
ⅰ．利用者の指定により製作・加工したもの。 
ⅱ．その他、商品カタログ等で予め返品不可をお知らせしているもの等。 

３．利用代金の請求について  
１）商品等のお届けやサービスの提供時に以下の対応をします。 
①宅配と夕食宅配は、商品等のお届けと併せて納品書兼請求書をお届けします。 
②サービス事業・葬祭事業は、サービスの提供と併せて納品書をお届けします。但し、サービス内容 
により納品書を発行しない場合もあります。 

③灯油は、商品等の供給やメンテナンス作業終了時に併せて納品書をお届けします。 
２）さらに月１回、月ごとの請求額をまとめた請求の「お知らせ」を発行し、配達時又は郵送により 
お届けします。請求の「お知らせ」には、宅配、夕食宅配、灯油、サービス事業、アクアクララ、 
共済掛金、保険料等の請求額が記載されています。 

３）請求金額その他に疑義が生じた場合、利用者はあらかじめ生協に連絡し、対応について協議する 
ものとします。 

４．利用代金・手数料等の支払方法  
１）利用代金等の支払は、前月 21 日から当月 20 日まで納品の商品代金等を締め、翌月５日（金融 

機関休業日の場合は、翌営業日）に登録いただいた金融機関の預金口座から口座振替により一括 
支払となります。なお、宅配の利用で分割払いを指定された場合の支払方法は、「別表１の９． 
分割払い」並びに、サービス事業は「別表１の３．利用代金の支払方法 ５）」のとおりとなりま 
す。 

２）口座振替が振替不能となった場合、「別表１の４．口座振替ができなかった場合の支払方法」に 
基づき支払うものとします。 

５．利用停止及び利用停止解除  
１）生協は利用者が以下に該当した場合、利用を停止します。その詳細は「別表１の６．利用停止」 

のとおりです。 
２）利用停止を解除し、利用が再開できる条件は「別表１の７．利用停止解除の条件」のとおりです。 

６．準消費貸借契約書  
１）「別表１の４．口座振替ができなかった場合の支払方法」に定める支払期間までに代金等を支払 

いのなかった利用者へ、生協が定めた準消費貸借契約書による支払計画書の提出を請求すること 
ができます。 

２）準消費貸借契約書の支払計画書に基づく支払いが行われない等、将来にわたって代金等の支払い

が望めないと認められる場合には、法的手続きへの移行や、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場

合があります。 
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３）準消費貸借契約書の支払計画書による債権の弁済に係る費用は、利用者が負担するものとします。 
４）準消費貸借契約書の支払計画書の定める期日を遅れた場合、支払予定日の翌日を起算日として、

年利 14.6％の割合による遅延損害賠償金の支払いが発生します。 
７．連帯保証人  

生協は、準消費貸借契約書の支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立 
てるよう求めることができます。 

８．延滞者の出資金に関する特則  
生協は、定める支払期間までに代金等の支払いが滞る場合、延滞者に対して出資金の減少を要請す

ることができます。延滞者が要請に応じて出資金を減少した場合、生協は、延滞者に対する出資金

の払い戻しに係る債務と生協の延滞者に対する債権を相殺することができます。 
９．協議解決  

「料金後払いサービスに関する利用案内」に関し、適用上の疑義が生じ、又は定めのない事項に関

する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題

解決を図るものとします。 
10．管轄裁判所  

利用者と生協の間で裁判上の争いになった時は、生協の主たる事業所の所在地を管轄する地方裁判

所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
11．本利用案内の変更  

１）生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応など、事業 
  の円滑な実施のため必要がある場合に変更します。 
２）本利用案内を変更する場合、生協は、本利用案内を変更する旨、変更後の本案内の内容及び変更

の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への

周知を図ります。 
①利用者への配布 
②電子メールの送信等の電磁的方法 
③Ｗｅｂサイトへの掲示 
④定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法 
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生活協同組合コープあおもり「料金後払いサービスに関する利用案内」別表 

生活協同組合コープあおもりの料金後払いサービスとは、宅配（班・個人宅配・なかよし個配・コー

プハウス）、夕食宅配、灯油、サービス事業、葬祭事業、アクアクララ等をさします。それらのサービ

スを利用いただく場合の「料金後払いサービスに関する利用案内」別表です。利用にあたっての重要項

目が定められています。必ずご参照ください。 

＜別表１＞ 

項目 ご注意いただくこと 

１.宅配利用

の登録条件 

（１）申し込み時に、口座振替依頼書を同時に提出してください。以前、利用いただいていた

場合でも、口座振替依頼書を再提出していただく場合があります。 

※ 但し、生協の判断で宅配利用の登録ができない場合があります。「６．利用停止の(３）」 

２.利用条件 

（１）１８歳未満の方のご利用申込については（伝票確認）、親権者の氏名の記入を必要とし

ます。但し、親権者が過去履歴で振替不能から支払期日までにお支払いを感知できず、

利用停止した場合は利用が認められません。 

３.利用代金

の支払方法 

（１）口座振替が利用の条件です。 

（２）利用代金は、毎月 20日締めの請求となり、翌月５日に口座振替となります。 

（３）口座振替日（５日）が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 

（４）サービス事業・葬祭事業の支払い方法は、商品ごとに異なります。別表２をご確認くだ

さい。 

（５）サービス事業の限度額を超える商品や高額商品利用時の支払い方法。 

① ハンディクレジットの利用ができます。(利用できない商品もあります。) 

② 利用にあたり、「事前審査」が必要です。審査の結果により、利用できない場合があり

ます。 

４.口座振替

ができなか

った場合の

支払方法 

（１）口座振替ができなかった場合には、払込用紙がお手元に届きますので、払込用紙により、

お支払いください。 

① 払込用紙に記載された支払期日までにお支払いください。 

② 払込用紙に記載された金額以外でのお支払いはできません。 

③ 再請求手数料が加算される場合が有ります。 

④ 配送時に生協職員が現金をお預かりすることはできません。 

５.口座振替

が可能な範

囲 

（１）締日の翌月の支払期日までにお支払いが無い場合、代金は翌月の請求に繰り越され、翌

月度の利用金額と合算の上、請求・口座振替となります。 

（２）締日の翌々月の支払期日までにお支払いが無い場合、その後の口座振替はできません。

当該代金は払込用紙でお支払いください。 

６.利用停止 

（１）口座振替ができず、かつ、払込用紙による期日までの入金がなかった場合 

① 20日締めの利用代金について、翌月の支払期日までにお支払いを感知できなかった場合、

利用停止となります。 

② すでに注文をお受けしている場合であっても、商品のお届けを停止する場合があります。 
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項目 ご注意いただくこと 

（２）利用限度額オーバーの場合 

① 月度の利用金額が、個人ごとに定められている利用限度額に達した場合、利用停止とな

ります。利用限度額については「８．利用限度額」参照してください。 

※ 宅配利用：請求締め日翌々日より利用停止になります。 

※ 配達灯油利用：請求締め日翌々日より利用停止になります。 

（３）生協の判断による場合 

① 下記のいずれかに該当すると生協が判断した場合、利用停止となります。 

※ 支払い等、本利用案内別表に違反する恐れがある場合 

※ 換金を目的とした商品利用の恐れがある場合 

※ 同一生計同一世帯の組合員が、口座振替不能に陥っている場合 

※ 利用状況により生協が不適格であると判断した場合 

※ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等であると判断した場合 

（４）８週連続して、宅配の利用がなかった場合 

① 宅配の班又はコープハウスで利用している方は、８週連続して利用が無かった場合、宅

配の利用が停止となります。※ 滞納のない場合は、お申し出により利用を再開します。 

（５）振替口座未登録の場合 

① 連続３ヶ月「口座未登録」の場合、利用停止となります。 

※ 未収金残高がない場合でも利用停止になります。 

 また、指定された支払期日までにお支払いいただけない場合、利用停止となります。 

７.利用停止

解除の条件 

 

（１）代金未納の場合 

① 滞納が解消され、生協が利用再開の申請を受理し、利用停止を解除します。※注文用紙

の発行には、一定の期間が必要です。 

② 但し、生協が解除を適切でないと判断した場合は、この限りではありません。 

（２）利用限度額オーバーの場合 

① 毎月 20日の請求後の残高が、個人ごとに定められている限度額未満となった場合に解除

します。 

※ 班・個人宅配・なかよし個配・コープハウス利用：確認できた翌週から利用停止解除

になります。 

※ 配達灯油利用：確認できた翌日より利用停止解除になります。 

（３）振替口座未登録の場合 

①「口座振替依頼書」の提出があり、かつ、未収金残高がない場合、生協で口座登録終了後

の翌週より利用停止解除になります。 
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項目 ご注意いただくこと 

８.利用限度

額 

（１）利用開始からの期間により、下記のとおり、月度の利用限度額を定めます。 

① 利用開始から３ヶ月間までは、月度の利用限度額税抜 10万円です。また、分割での利用

はできません。 

② 利用開始４ヶ月から６ヶ月までは、分割残高を含み月度の利用限度額税抜 20万円です。 

③ 利用開始７ヶ月から１２ヶ月までは、分割残高を含み月度の利用限度額税抜 40万円です。 

④ 利用開始１２ヶ月経過後は、分割残高を含み月度の利用限度額税抜 80万円です。 

※ ただし、上記のいずれかの場合も口座振替不能１回で、再利用時の月度の利用限度額

を税抜 10万円に引き下げます。 

９．分割払い 

（１）均等分割払い 

① 支払回数は、最長５回までです。 

② 食品、配達灯油利用代金の分割払いはできません。ただしギフト・年末おせちは一部分

割可能な商品があります。 

③ 単品税抜 6,000円以上、支払い回数２回からご利用いただけます。 

（２）１回の支払い金額   最低税抜 3,000 円です。（注文単位） 

＜別表２＞サービス・葬祭事業  

事業内容 商品及び利用条件・限度額・他 

１．サービス

事業  

（１）チケット ／光通信サービス関連  

① 利用限度額は 40万円。個人の限度額がある場合は個人限度額優先します。 

（２）ガス・石油器具 

① 利用限度額 50万円。個人の限度額がある場合は個人限度額優先します。 

② ８万円以上の商品は、リース契約による利用ができます。事前審査により利用できない

場合があります。 

２．葬祭事業 

（１）法要代金（会食） 

① 利用限度額 50万円。個人の限度額がある場合は個人限度額優先します。 

（２）返礼品  

① 利用限度額 50万円。個人の限度額がある場合は個人限度額優先します。 

（３）その他 、供物関係（供花、食品、酒・ビール、線香盛等）、祝花  

① 利用限度額 20万円。葬儀料金は除きます。 

■「料金後払いサービスに関する利用案内 別表」は変更になる場合がございます。その際は、Web

サイトへの掲示や利用者への配布で周知します。 
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